
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
広
島
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

広
島
県
教
育
委
員
会

委
員
長

平 

田 

克 

明

 
 
 

広
島
県
立
高
等
学
校
学
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
広
島
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
十
五
条
第
三
項
中
「
及
び
保
証
人
（
保
護
者
以
外
の
成
年
の
者
で
、
原
則
と
し
て
広
島
県
の
区
域
内

に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
独
立
の
生
計
を
営
む
も
の
に
限
る
。）
が
連
署
す
る
誓
約
書
（
入
学
を
許
可
さ
れ

た
者
が
成
年
の
場
合
は
、
保
護
者
の
誓
約
書
）
並
び
に
」
を
「
の
誓
約
書
、」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
が
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
徒
に

該
当
す
る
場
合
は
、
前
項
の
誓
約
書
に
代
え
て
、
保
護
者
及
び
保
証
人
（
保
護
者
以
外
の
成
年
の
者
で
、

原
則
と
し
て
広
島
県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
独
立
の
生
計
を
営
む
も
の
に
限
る
。）
が
連
署

す
る
誓
約
書
（
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
が
成
年
の
場
合
は
、
保
護
者
の
誓
約
書
）
を
校
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

第
十
六
条
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

 
 

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
生
徒
」
を
「
高
等
学
校
専
攻
科
に
在
籍
す
る
生
徒
及
び
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
生
徒
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

 
 

一 

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒

 
 

二 

高
等
学
校
に
在
学
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
（
定
時
制
の
課
程
は
四
年
）
を
超
え
る
生
徒
（
留

学
若
し
く
は
休
学
又
は
病
気
療
養
に
よ
る
欠
席
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
と
し
て
教
育
長
が
別

に
定
め
る
事
由
に
よ
り
三
年
（
定
時
制
の
課
程
は
四
年
）
を
超
え
る
生
徒
を
除
く
。）

 
 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
生
徒

 
 

第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
口
座
振
替
の
方
法
又
は
」
を
削
る
。

 
 

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
立
高
等
学
校
通
信
教
育
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「（
受
講
料
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
生
徒
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
生
徒
」
に
改
め
、「
、
入
学
の
際
選
考
料
を
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

 
 

一 

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒

 
 

二 

高
等
学
校
に
在
学
し
た
期
間
が
通
算
し
て
四
年
を
超
え
る
生
徒
（
留
学
若
し
く
は
休
学
又
は
病
気



療
養
に
よ
る
欠
席
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
と
し
て
教
育
長
が
別
に
定
め
る
事
由
に
よ
り
四
年

を
超
え
る
生
徒
を
除
く
。）

 
 

三 
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
生
徒

 
 

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
選
考
料
及
び
」
を
削
る
。

 
 

第
三
十
九
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
三
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と

し
、
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 
 

（
選
考
料
）

 

第
三
十
七
条 

生
徒
は
、
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
学
の
際

選
考
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２ 

選
考
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

 

（
広
島
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
五
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

 
 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

 
 
 

附 

則

 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
県
立
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
二
年
広
島
県
条
例
第
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


